
●夢の森福祉会利用の手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 相談・申請 

お住まいの市町村の障害福祉課 

 介護等給付・訓練等給付の申請 

② 障害支援区分の認定 

 ⇒市町村の支援区分調査員が本人やご家族と面談し、心身の状況

や生活環境などの調査を行い認定。（※生活介護・短期入所） 

③ 施設の利用希望相談/利用相談票の作成：（担当） 

 ⇒利用相談を受け、利用相談票に記入。 

⑧ 支給決定 

④ 施設担当職員による面談/個人票の作成（各事業所主任・サービス管理責任者）

 ⇒利用希望者及びご家族への施設見学・個人表作成の為の同意を頂き、聴き取りを行う。 

介護等給付 訓練等給付 

⑤ 入所判定会議 

 ⇒個人票を基に入所判定会議。利用可否の決定。 

⑥ 利用可否の連絡 

  ⇒利用可否について、ご希望利用者へ連絡 

⑫ サービス利用開始 

⑦ 計画相談への依頼・サービス等利用計画（案）の作成 

⑨ サービス担当者会議 

 ⇒サービス等利用計画(案)を基に各部署の職員と相談支援専門員との会議 

⑩ 個別支援計画書の作成 

⑪ 利用計画契約書の締結 


